
状 況 必 要 書 類

離職票が必要な場合 退職日以前1年間分の賃金台帳と出勤簿の写し

定年退職の場合
就業規則等のうち、定年規定が記載された
ページの写し

契約期間満了での退職の場合 最終更新時の雇用契約書の写し

外国人従業員が退職する場合
在留カード（表・裏）の写し
※在留資格が「特定活動」の場合、指定書も
必要です

書面の退職届または解雇通知書が
ある場合

退職届（自己都合の場合）の写しまたは
解雇通知書（解雇の場合）の写し

提出先について 郵送またはメールにてご提出ください。
郵送先：〒252-0231 相模原市中央区中央3-12-3
MAIL：roudou@sagamihara-cci.or.jp

※離職票が必要ない場合は、下記HPよりご提出いただけます。
URL：https://www.sagamihara-cci.or.jp/services/anshin/daikou/itaku

【添付書類一覧表】

お問い合わせ
相模原商工会議所 産業人材支援課 労働保険担当
TEL：042-753-8134

注意事項
・太枠内をすべてご記入ください。
・添付書類が必要な場合があります。下の【添付書類一覧表】を必ずご確認ください。
・マイナンバー提供書も併せて作成・ご提出ください。

※喪失確認書類は、
本人に直接郵送
します。

郵便が届く住所をご
記載ください。

また、離職票が
必要な場合、

電話番号の記載が
必須となります。
必ずご記載ください。

※入社時と退職時の
名字が異なる場合、

以下3点を
お知らせください。
①新姓 ②旧姓
③氏名変更年月日

※離職票の要・不要
は必ず本人に確認
してください。

【退職時】
雇用保険事務処理依頼書の記入方法

mailto:roudou@sagamihara-cci.or.jp
https://www.sagamihara-cci.or.jp/services/anshin/daikou/itaku


事業主は、番号法および雇用保険法に基づき雇用保険手続きの際は、マイナンバーを届出ることが
義務付けられています。
ただし、本人（従業員）から提出を受けることが困難な場合は、提出不要です。

①

②

③

【入社時・退職時 共通】 個人番号（マイナンバー）提供書の記入方法

① 事業所欄を記入してください。
② 雇用保険被保険者の氏名・性別・生年月日・事由を記入してください。

※事由は、入社の場合→取得 / 退職の場合→喪失
③ 個人番号（マイナンバー）を記入してください。

提出先について

事務処理依頼書と一緒に、郵送またはホームページ、メールにてご提出ください

郵送先：〒252-0231 相模原市中央区中央3-12-3

URL：https://www.sagamihara-cci.or.jp/services/anshin/daikou/itaku

MAIL：roudou@sagamihara-cci.or.jp

※メール添付の場合、パスワードで保護してください。
※ホームページからの提出は、喪失時（離職票あり）以外の場合のみです。ご了承ください。
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